
勤務条件に関する措置の要求の手続の流れ

　措置の要求を行う職員を「要求者」といいます。

　措置要求書を正副各１通、公平委員会に提出します。

　措置要求書には、必要な資料を添付します。

却下 棄却 認容

調査

却下

　公平委員会は、必要があると認めるときは、要求者、事案に関係が

　ある者を喚問して陳述を求め、これらの者に対して書類またはその

　写しの提出を求め、その他事実調査を行います。

　公平委員会におい
　ての審査

判定

権限を有する当局への勧告

公平委員会が関係当事者に対し、要求すべき措置につい
て交渉を行うように勧めることがあります。

要求者

措置の要求

交渉の勧奨


